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葛城市の基本理念『環境
にやさしい循環型社会の
構築』を実現するために

２０１０・２・２８

福永 勲
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１わが国における廃棄物処理とリサイクルの法体系

「環境基本法」→各種の「環境基準」
→「環境基本計画」
→「大気汚染防止法」
→「水質汚濁防止法」

・
→「廃棄物の処理と清掃に関する法律」

(略称：廃棄物処理法)

｢循環型社会形成推進基本法｣
→ 「循環型社会形成推進基本計画」
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第１次環境基本計画(1994)

①「循環」（生産、流通、消費、廃棄という社会経済活動の全段階を通じて環境
への負荷を少なくする循環を基調とする社会経済システムを実現する）、

②「共生」（健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との共生を確保する）、
③「参加」（公平な役割分担の下に、自主的積極的に環境保全に参加する社会

を実現する）、
④「国際的取り組み」（国際的協調の下に、国際的取り組みを推進する）

「循環」とは、①大気環境の保全、②水環境の保全、③土壌環境・地盤環境の保
全、④廃棄物・リサイクル、⑤化学物質の環境リスク対策、⑥環境影響評価、
経済的措置、⑦適正技術の振興、環境情報の整備・提供、

第２次環境基本計画（１９９９）
持続可能な社会に向けた環境政策として、
①社会の諸側面を踏まえた環境政策、
②生態系の価値を踏まえた環境政策、
③環境政策の指針となる四つの考え方(｢汚染者負担の原則｣｢環境効率性｣

｢予防的な方策｣｢環境リスク｣)を環境政策の基本的指針として採用、
④環境上の「負の遺産」の解消。

第３次環境基本計画（２００６）
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廃棄物

家庭系廃棄物

事業系廃棄物

特別管理一般廃棄物（爆発性・発火性・有害性・感染性）

家庭系ごみ
（台所ごみ、紙ペットボトルなど）

し尿・浄化槽汚泥

オフィスの紙、
レストラン・ホテルの厨芥など

産業廃棄物（法律・政令で定められた２０種類の廃棄物）

特別管理産業廃棄物（爆発性・発火性・有害性・感染性）

一般廃棄物

収集・運搬、中間処理、最終処分の責任は市町村

収集･運搬、中間処理、最終処分の責任は、排出者

廃棄物処理法



5

表 産業廃棄物

１燃えがら １１動物系固形不要物

２汚泥 １２ゴムくず

３廃油 １３金属くず

４廃酸 １４ガラス・コンクリート・陶器くず

５廃アリカリ １５鉱さい

６廃プラスチック １６がれき類

７紙くず １７動物のふん尿

８木くず １８動物の死体

９繊維くず １９ばいじん類

１０動植物性残さ ２０上記の処理物
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特別管理一般廃棄物

ＰＣＢ使用機器

ばいじん

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含むばいじん、燃えがら、汚泥、

感染性一般廃棄物

特別管理産業廃棄物

廃油

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

特定有害産業廃棄物

(廃ＰＣＢ等、指定下水汚泥、鉱滓、廃石綿等、

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類・重金属を含むばいじん、燃えがら)

表 特別管理廃棄物
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図 一般廃棄物排出量の経年変化
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図 一般廃棄物処理の流れ(平成19年度)

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量

264 462

(5.5%) 1,019 (9.7%)

(20.8%)

257 458

(5.2%) 処理残渣量 (9.4%)

979

ごみ総排出量 計画処理量 中間処理量 (20.5%)
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(91.9%) 減量化量 561

3,412 (11.4%)

4,523 (71.4%)

(92.3%) 処理後最終処分量

3,505 517
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直接最終処分量 最終処分量

118 635

(2.5%) (13.3%)

自家処理量
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(2.5%) (13.9%)

（　　）内は、平成18年度の数値を示す。

7 *総資源化量、最終処分量の数値は、四捨五入してあるため合計値が一致しない場合がある。 単位：万トン
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図 一般廃棄物の最終処分の現状
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図 産業廃棄物の排出量の推移
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図 産業廃棄物の業種別･種類別排出量
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図 産業廃棄物の処理の流れ（２００５）
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図 産業廃棄物最終処分場の現状
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中間処理
破砕、圧縮、分別、焼却、固化

最終処分
埋立、海洋投入、堆肥化

資源 生産 流通 消費 廃棄

リサイクル

廃棄物の発生 保管 収集･運搬 中間処理 最終処分
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図 焼却工場の一例(ストーカー式)
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「循環型社会形成推進基本法」
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図 第2次循環型社会形成推進基本計画
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廃棄物減量化・リサイクル再資源化の順序として、
①発生抑制に努める(Reduce)、
②発生した廃棄物はそのままで再利用(Re-Use)、
③材料として再利用(MaterialｰRecycle)､
それが不可能な場合せめて
④エネルギー回収(ThermalｰRecycle)を行い、
やむを得ない場合のみ
⑤残存廃棄物を適正に処理することが順序。

①再生品の使用の促進、
②環境保全上の支障の防止、
③経済的な助成等の措置

「廃棄物処理法｣、
｢資源有効利用促進法｣、
｢容器包装リサイクル法｣、
｢家電リサイクル法｣、
｢食品リサイクル法｣、
「建設リサイクル法」、
｢自動車リサイクル法｣、
「グリーン購入法」。

「循環型社会形成推進基本法」
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２ 葛城市の廃棄物処理基本計画と現状

（１） 本計画の位置づけ
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（２） ごみ処理の現状
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（３） 平成27年度を目標年度とするごみ処理基本計画
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（４） 発生･排出抑制のための方策

①市民の役割
a.簡易包装の依頼･買い物袋の持参
b.使い捨て容器･商品等の使用削減
c.生ごみ発生抑制･減量化 d.再使用･再生利用の促進
e.ごみの分別排出の促進 f.その他
②事業者の役割

a.ごみ排出事業者の役割 b.製造事業者の役割
c.流通業者･販売業者の役割 d.その他
③行政の役割

a.市民に対する環境教育･啓発活動
b.事業者に対する啓発活動
c.買い物袋持参運動(マイバッグキャンペーン）
d.生ごみ減量化 e.分別排出 f.市庁舎内での減量化
g.エコショップ制度等の普及 h.廃棄物減量化推進員の活動
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３．目標達成のための課題

（１）目標達成のための進捗管理をしっかり

参考：
「京のごみ戦略２１」
「〃年次報告書(2008)」
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具体事例
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進捗管理事例
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名古屋市の例
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おわりに
以上、地域に根ざした循環型社会を作るためには何をすれば良いか、
皆様にお考え頂くための話題を提供してきました。
私なりに大切と思うところを整理をすると、
１．｢葛城市の廃棄物処理計画」をいちから見直し、皆様自身の考えで、
より良いものとすること。(演者の感じではもう少し減量化できるので
は、と感じます｡)
２．その場合も法令･公的データ・考えなどを大切にし、有効に活用す
ること。
３．市民の協力を得るために、町内会、青年団、老人会、女性会などの
中の必ずしも環境に熱心でない人〄にも理解の得られるようなものに。
４．いずれの場合も最終目標を定めるだけでなく、到達目標だけでなく、
その方策などの進捗管理をしっかりして、その目標も定めること。

最後までご静聴ありがとうございました。


